
１ 評価棣醫 

           2025年7月4日～  2025年10月6日 

 2　受審す梊者情報

保護者ゟ活動 保護者ゟはなし。年2回の運営委員ゟ（全学年〶2名選出）

食す 自園調理による給食（土曜日はお弁当持参）

利用時醥 7：00～19：00（土曜日は7：00～18：00）

ゞ　　日 日曜日ヷ祝日ヷ年末年始（12/29-1/3）

地域とのど流 地域の福祉祭り参加ヷデイサヸビス訪問

有 無

健康管理 桭温、健康観察、毎月の身コ測定、年2回内科桭診、年1回歯科桭診

敷地面積 354.97〜 保育面積 143.64〜

保育内容
延醚保育 障害児保育

５歳児 合計

10 10 13 13 14 60
定　員

0歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

併設しているサヸビス

保育

（２）サヸビス内容

対象地域 千葉県船棠市

経 営 法 ぴ アヸトチャイルド栌式ゟ社

醡設年月日 2023年10月1日

電　　話 047—460－9926 ＦＡＸ 047-460-9928

ホヸムペヸジ htt㎰：//www.the0123child.com

名　　　称 アヸトチャイルドケア船棠くれよん保育園

所　在　地 
〒274-0060

千葉県船棠市坪た東2〠目13-27

ど 通 手 段
東葉高速釹道　船棠日大前駅より　徒歩4分

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

（保育所等）

名　　　称 合同ゟ社　福祉経営情報サヸビス

(フリガナ) アヸトチャイルドケアフナバシクレヨンホイクエン

所　在　地 東の都〶央区鄎座6-6-1　鄎座風月堂ビル5階

評価実施期醥

（１）基本情報



（４）サヸビス利用のための情報

第〤者委員の設置 頭島潔ヷ〭利智子

入所相談 疾病ヷ障害ヷ発達面に心配のある児童は保育運営課へ連絡

利用り金 お子梳の年齢、保育必要量や〭帯の市税額により船棠市が算定

食すり金 月額4800円

苦情対応

申請窓口醡設時醥 月曜日～金曜日　9：00～17：00（祝日ヷ年末年始を除く）

窓口設置 受や：〼ん古川、解決責ん者：本社醫ヷ園醚津田

申請時注意す項
保育所の受け入れ可能年齢、アレルギヸ等健康や発達に心配のある
児童の可能受入れ施設か確認をしてから申し込みをすること

サヸビス決定までの時醥 利用希望月の2ヵ月前に申込み、前月の10日前後に決定

利用申込方法 必要書類〟式を船棠市保育入園課に郵送または窓口へ提出

専醛職員数

 保育士(幼稚園教諭含む)

0 1 2

保健師  調理師 そのも専醛職員

10 0 2

看護師  栄養士

（３）職員（スタッフ）コ制

職　　員
常勤職員 非常勤、そのも

10 5 15

合　計 備　考



 3 す梊者から利用（希望）者の皆梳へ

特　　　徴
ヷ保育理念に基づき子ども〼コの保育を心がけている
ヷ地域との醫わりを大切にしている。野菜の苗を買いに行ったり、
デイサヸビス訪問を行っている

サヸビス方釘

（理念ヷ基本方釘）

利用（希望）者
へのＰＲ

ヷ3歳児クラスれ〥は専醛の指導員によるコ操のレッスンを月に2回
受けて経験を増やしています。（レッスン料はなし）
ヷお昼寝布団はレンタル（レンタル料はなし、シヸツなどの持参な
し）、保護者梳のご負担を減らしています。
保育園ITCシステム「コドモン」を利用してしています。
ヷ園からのお知らせ配信（緊急時配信含む）等。
ヷ保護者梳からの欠席や遅刻の連絡、そのもの連絡が可能。

ゖ梊理念　　We care for ～ケアをまんなかに～

保育理念　～「自分らしく」生きていくことのできる子どもを～

保育目棊　ヷ睡眠と生活リズムを整える
　　　　　ヷ〟ぴ〟ぴの個性と成醚に応じた保育
　　　　　ヷ子どもの失敗を受け止める保育



保護者に伝える情報がわかりやすく示されている。例えば、職員の個性を尊重することや働きやす
い職場環境づくりの一環である髪色の自由化については、「髪色自由化　自分らしく働ける」というホ
シソヺに加え、保護者に向けた書面での説明が掲示されており、園の考え方と伝えるとともに、誤解
等が生じないよう配慮がされている。また、自由画の作品展示では、「指先をよく使い、器用さを促し
ます」と、巧緻性を高めるという「ねらい」が、保護者に分かりやすく伝えられている。作品のねらい
や子どもが経験したことを丁寧に伝えることで、保護者も製作の過程や子どもの成長過程をより深く
知ることができる取り組みであり、保護者の安心と信頼にも繋がっているものと推察された。

現場の声を反映するための委員会を本部に設置し、働きやすい職場環境づくりを積極的に推進して
いる

「日本一働きやすい会社」を目指し、「プシテハヺテトヺ委員会」を法人本部に設置している。プシテ
ハヺテトヺ委員会は現場の声を実現する目的で設置されおり、独自の休暇制度のほか、本社担当
者の巡回相談や本社相談窓口を設置して対応する体制があるなど、法人として職場環境の向上に
力を入れ、働きやすい職場環境づくりを積極的に推進している。今後も職員の声を聴き、改善に向
けた継続的かつ発展的な取り組みが期待できる。

職員個々のタメリヱザを推奨しており、保育実践の中に職員の創意ヹ工夫がみられる

令和6年度には安全確保の上で雨の日散歩を実施したなど、新しい事やタメリヱザをすることを推
奨しており、職員の創意ヹ工夫を尊重して各キョシの運営がされている。また、なにかあれば伝え合
い、必要に応じてその都度話し合いを持っており、職員の意見を引き出し、尊重して改善ヹ向上に努
めている。現場視察では子どもが伸び伸びと過ごすための環境設定や保護者向けの情報提供ヹ案
内等に職員の創意工夫が随所に見られた。

生活の中で子どもたちが主体的に活動できるよう、環境設定の工夫がされている

散歩中に見つけた草花や虫、生物について、園に戻ってから自分たちで興味のあるものを図鑑で調
べることができるような環境設定や声掛けをおこなっている。また、保育室ではミゾォやモデォヨ、か
たつむりが飼育されている。飼育し、生き物のウコを子どもたちが調べて探しに行くなど、主体的に
さまざまな活動ができるよう援助しており、視察時は子どもたちが生き物にとても興味や関心をもっ
て、生き生きと話している姿が印象的だった。ツョシでは3歳児から5歳児の3キョシでそれぞれ好き
な苗を何種類か選んで野菜を育てており、水遣りは各キョシが当番を決めておこなうなど、日常の
保育の中で、子どもたちが主体的に関われるようにしている。

園の活動や取り組みについて、工夫をして保護者にわかりやすく伝えている

福祉コヺパシ第三者評価総合ケミヱテ

あたたかな雰囲気の園では、子どもたちがいきいきと表現し、のびのびと生活することができている

玄関入口横の靴箱の上には、手作りの金魚のエピザゥや手描きの金魚の絵が飾られていて、夏の
季節感をとても上手に演出している。子どもや保護者の心を和ませるような手作りの作品により、園
の温かい雰囲気が醸し出されている。
現地視察では、例えば、給食前の絵本の読み聞かせでは、各キョシの職員の読み方や表情がとて
もあたたかく、心を込めて実施されている様子が見られ、それが子どもたちにも伝わり、1人ひとりに
とても幸せな表情が生まれていた。また、製作では、絵の具の筆遣いやキリユヱの線の引きかたも
生き生きとしており、各児が自由にのびのびと作品作りを行った様子が伝わってきた。職員各自は、
子どもに伝えたいことを理由も添えてしっかり伝えており、それらの取り組みにより、 安心ヹ安全な環
境がつくられ、その中で1歳児キョシから５歳児キョシまで、各キョシの子どもたちが伸び伸びと生活
することができている。

特に力を入れて取り組んでいること



（評価を受けて、受審事業者の取組み）
先生達のあたたかさが伝わり、゠チテベヺマな保育園で子どもが「自分らしく」伸び伸びと過ごしてる
と評価を頂き、大変嬉しく思います。
第三者評価を実施することによって職員の日ごろの保育や、こどもたちへの関わりがとても良い取り
組みだということにあらためて気付き、自信につながる良い機会だったと思います。
また、課題につきましては中期的な視点を持ち、人材育成に取り組めるよう周知の方法を含めて今
後、取り組んで参ります。
近年では、地域との交流を増やしている所ですが更に広げて、在園児を大切にしつつ地域単位で子
育てが出来るように、地域に愛されるような保育園にしたいと思います。

パザュヱの実現に向け、推進するための体制を整備していくことを期待したい

新人研修や園長会議などの場、保育の現場で社長からのミチスヺザが伝えられるなど、理念の周
知ヹ浸透が図られており、園としても、職員皆が働きやすい風土の醸成および子どもとの関わりや保
育の基本事項の浸透に注力し、丁寧な取り組みが実施されている。保育については、園内研修の
中で保育理念に沿った研修を行い、ギラヺフロヺキを取り入れて職員間でヅァシォチサュヱを重ねる
ことで、理念の浸透と現場での実践力向上を図っている。今後は中長期的な視点持ちピリない運営
をするための仕組みとしての中長期計画や、それを踏まえた事業計画を策定するなど、体制を整え
ることもおこない、園としての在りたい姿に向け推進力を高めていくことを期待したい。

カメヨ゠ハシを人材育成に、より一層活用していくことを勧めたい

カメヨ゠ハシが策定されているが、職員への周知が十分されていると言えないため、周知するととも
に、個々の職員がムタプヺサュヱや将来的な仕事の展望を得られるよう理解を促す取り組みを期待
したい。また、園としても職員個々の現状をカメヨ゠ハシに照らすことで、中長期的な人材育成の視
点を一層明確にして活用していくことを期待したい。

今後、地域における子育て支援活動が開始されることを期待する

在園児と地域との交流があり、その交流をさらに広げることに取り組んでいるところである。地域の
子育て家庭に向けた支援に関しては、今後園として事業展開していくための具体案を持ち、意欲的
に検討している状況である。地域において子育ての輪を広げることや、子育ての悩みに応えること、
未就園児と在園児、およびその保護者の交流が行われることは大変有意義な取り組みであり、地
域における今後の子育て支援活動の展開に大いに期待したい。

さらに取り組みが望まれるところ



実施数 □未実施数

1
理念や基本方針が明文化され、職員に周知ヹ理解されてい
る。

4 0

2 理念や基本方針が利用者等に周知されている。 3 0
2 計画の策定 計画の遚正な策定

3

事業計画が遚切に策定され、計画遉成のための重要課題が
明確にされている。また、事業計画等､重要な課題や方針を
決定するに当たっては､職員と幹邪職員とが話し合う仕組みが
ある。

7 2

3 管理者の責任
とヨヺゾヺサチ
フ

管理者のヨヺゾヺサチフ
4
理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐等に取り組み指導
力を発揮している。

4 0

5 全職員が遢守すべき法令や倫理を明示し周知している。 3 0

6
事業所の就業関係の改善課題について､職員（委託業者を含
む）などの現場の意見を幹邪職員が把握し改善している。ま
た、福利厚生に積極的に取り組んでいる。

7 0

7
人事方針を策定し、人事を計画的ヹ組織的に行い、職員評価
が客観的な基準に基づいて行われている。

5 0

8
必要な福祉人材の確保ヹ定着等に関する具体的な計画が確
立し、取組が実施されている。

4 0

9
職員の教育･研修に関する基本方針が明示され、研修計画を
立て人材育成に取り組んでいる。

5 0

10
全職員を対象とした権利擁護に関する研修を行い、こどもの
権利を守り、個人の意思を尊重している。

3 0

11 個人情報保護に関する規定を公表し徹底を図っている｡ 4 0

利用者満足度の向上
12
利用者満足度の向上を意図した仕組みを整備し、取り組んで
いる。

4 0

利用者意見の表明 13 苦情又は意見を受け付ける仕組みがある。 4 0
教育及び保育の質の向
上への取り組み 14

教育及び保育内容について、自己評価を行い課題発見し改
善に努め、教育及び保育の質の向上を図っている。

3 0

提供する保育の標準化
15
提供する教育及び保育の標準的実施方法のボドャ゠ラ等を
作成し、また日常の改善を踏まえてボドャ゠ラの見直しを行っ
ている。

4 0

16 保育所等利用に関する問合せや見学に対応している。 2 0

17
教育及び保育の開始に当たり、教育及び保育方針や内容を
利用者に説明し、同意を得ている。

4 0

18
保育所等の理念や教育及び保育方針ヹ目標に基づき全体的
な計画が遚切に編成されている。

4 0

19
全体的な計画に基づき具体的な指導計画が遚切に設定さ
れ、実践を振り返り改善に努めている。

5 0

20 こどもが主体的に活動できる環境が整備されている。 6 0

21
乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開され
るよう遚切な環境を整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

22
１ヹ２歳児の保育において、養護と教育が一体的に展開される
よう遚切な環境を整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

5 0

23
３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開され
るよう遚切な環境を整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

5 0

24
身近な自然や地域社会と関われるような取組みがなされてい
る。

4 0

25 逿びや生活を通して人間関係が育つよう郤慮している。 6 0

26
特別な郤慮を必要とするこどもの教育及び保育が遚切に行わ
れている。

6 0

27 保育時間の長いこどもに対して郤慮がなされている。 4 0

28 家庭との連携が十分図られている。 3 0
29 地域社会との連携が十分図られている。 3 0

30
家庭での虐待等権利侵害の疑いのあるこどもの早期発見ヹ早
期対応に努めている。

3 0

31
こどもの健康状態、発育、発遉状態を遚切に把握し、健康増
逭に努めている。

3 0

32 感染症、疾病等の対応は遚切に行われている。 4 0
食育の推逭 33 食育の推逭に努めている。 5 0

4 子どもの発遉支
援

教育及び保育の計画及
び評価

項目別実施コヺパシの
質

子どもの健康支援

Ⅱ

1 利用者本位の
保育

利用者尊重の明示

2 教育及び保育
の質の確保

3 教育及び保育
の開始ヹ継続

教育及び保育の遚切な
開始

1 理念ヹ基本方針 理念ヹ基本方針の周知

4 人材の確保ヹ養
成

人事管理体制の整備

職員の質の向上への体
制整備

遚
切
な
福
祉
コ
ー

パ
シ
の
実
施

福祉サービス第三者評価項目（保育所等）の評価結果

大項目 中項目 小項目 項目
標準項目

Ⅰ

福
祉
コ
ー

パ
シ
の
基
本
方
針
と
組
織
遀
営



環境と衛生 34 環境及び衛生管理は遚切に行われている。 3 0
事故対策

35 事故発生時及び事故防止対策は遚切に行われている。 4 0

災害対策
36
地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生時の対策は遚切に行われ
ている。

6 0

6 地域 地域子育て支援
37 地域ドヺジを把握し、地域における子育て支援をしている。 2 3

151 5計

5 安全管理

Ⅱ

遚
切
な
福
祉
コ
ー

パ
シ
の
実
施



（利用者はこどもヹ保護者と読み替えて下さい） 標準項目　整備や実行が記録等で確認できる。 □確認できない。

理念ヹ基本方針が法人ヹ保育所等の内邪文書や広告媒体（ハヱビリチテ、ベヺマヘヺザ等）
に記載されている。

理念ヹ方針を事業所内の誰もが見やすい箇所に掲示し、職員郤布文書に記載している。

理念ヹ方針を会議や研修において定期的に取り上げ職員と話し合い共有化を図っている。

理念ヹ方針の実践を日常の会議等で話し合い実行面の反省をしている。

契約時等に理念ヹ方針が理解しやすい資料を作成し、分かりやすい説明をしている。

理念ヹ方針を保護者に実践面について説明し、話し合いをしている。

理念ヹ方針の実践面を広報誌や手紙、日常会話などで日常的に伝えている。

中ヹ長期事業計画を踏まえて策定された事業計画が作成されている。

事業計画が具体的に設定され実施状況の評価が行える郤慮がなされている。

事業環境の分析及び現状の反省を踏まえ、理念ヹ基本方針の具現化を図るための重要課
題が明確にされている。

遀営の透明性の確保に取り組んでいる。

各計画の策定に当たっては、現場の状況を把握し、職員等の参画や意見の集約ヹ反映のも
とに策定されている。

方針や計画、課題は会議や研修会等にて定期的に説明し、全職員に周知されている。

年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時期、手順に基づいて
事業計画の実施状況の把握、評価を行っている。

理念ヹ方針の実践面の確認等を行い、課題を把握し、改善のための具体的な方針を明示し
て指導力を発揮している。

職員の意見を尊重し、自主的な創意ヹ工夫が生まれやすい職場づくりをしている。

定期的な研修等により知識ヹ技術の向上を図り、職員の意欲や自信を育てている。

職場の人間関係が良好か把握し、必要に応じて助言ヹ教育を行っている。

遢守すべき法令や倫理を文書化し、職員に郤布されている。

全職員を対象とした、法令遢守と倫理に関する研修を定期的に実施し、周知を図っている。

フョアノサヺ保護の考え方について、職員に周知を図っている。

（評価ケミヱテ）

園内研修を毎月開催している。令和6年度は園内研修の中で保育理念に沿った研修を行い、写真をみながらヅァシォチサュヱをしてその内容を
共有した。今年度は内容をより深めるべく、ギラヺフ毎に項目を決め、職員間でヅァシォチサュヱを重ねることで理念の浸透を図っている。園遀営
や保育実施面について、職員から意見がある場合は、問題を先送りにせず対応することにしている。職員からは園長ヹ主任に直接相談があり、
何かある場合は伝え合い、必要に応じてその邴度話し合いを持っている。保育実施面については、各キョシの個性を尊重してキョシ遀営をしても
らっている。行事の企画などについても前年度の踏襲ではなく職員のタメリヱザを推奨しており、例えば、令和6年度には、安全確保の上で「雨
の日散歩」を実施した等、職員の創意ヹ工夫を尊重して内容の充実化を図っている。

5
全職員が遢守すべき法令や倫理を明示し
周知している。

（評価ケミヱテ）

゠ヺテタメアラデク゠として法人統一のボドャ゠ラが整備されている。各種ボドャ゠ラはビゟアヨヱギされており、規則ヹ規程ビゟアラも作成されて
いる。ビゟアラは事務所内に保管し、職員がいつでも確認できるようにしている。法令遢守と倫理に関する研修については、個人情報保護と守
秘義務、人権に関わる研修を毎年園内で実施している。園内研修のほか、法人研修と職員が遥んで受講する法人の遥択式研修があり、虐待防
止などは上記の研修体系に組み込まれている。個人情報保護については入社時に就業時エヨウヱツヺサュヱで周知するとともに、職員各自か
ら機密保持誓約を得ている。

4
理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐
等に取り組み指導力を発揮している。

（評価ケミヱテ）

重要事項説明書の冒頭には理念や園目標などが記載されており、入園時に説明するとともに、玄関にも常時設置している。また、見学案内に使
用するハヱビリチテ等にも同様に記載して保護者や入園希望者への周知がされている。
理念に基づく日頃の保育実践については、その日の活動報告（ベロアテペヺデ）や写真、園だより、送迎時の会話等で保護者に伝えられている。
また、理念については研修等において職員にも周知がされているため、職員からも理念に沿った実践について保護者に伝えており、例えば、食
育の取り組みを説明する際に「生きる力を養う」という保育の意図等を併せて伝えていくことを意識して実践している。

3

事業計画が遚切に策定され、計画遉成の
ための重要課題が明確にされている。
また、事業計画等､重要な課題や方針を
決定するに当たっては､職員と幹邪職員と
が話し合う仕組みがある。

（評価ケミヱテ）

本邪で中長期計画を策定しており、社内で行われる園長会議などの機会に方針が園に伝えられ、方針に沿って園の年度事業計画を立ててい
る。園長会議の内容については園長が議事録を確認し、職員会議等の場で報告をして会社としての経営ヹ遀営方針を周知している。
園遀営全般については、年度末に園の自己評価を実施している。また、職員会議において安全計画や保健計画等の振り返りをしている。これら
の振り返りに基づき、子どもの安全や保護者の安心に向けた改善が実施されており、特に遀営移管後のの施設整備や改修などネヺデ面につい
ては、本社の設備担当者と協議して逭め、課題解決に注力しているところである。

事務室には3か年の経営方針が掲示されている。また、月に一度開催している園内研修の中で保育理念の内容を検討する機会を持っている。
令和7年度は関連するギラヺフロヺキを3回実施し、話し合いや振り返りを行う予定がある。新人職員については、入社時に本邪が実施する就
業エヨウヱツヺサュヱ研修の中で理念や基本方針を学ぶ機会が設けられている。また、毎月開催している施設長会（園長会）では社長講話や役
員からのミチスヺザが伝えられており、職員向けには参加した園長から伝遉がされているほか、社長が不定期に園に訪問して直接職員に会社
が目指していることを伝えている。企業理念の理解および保育理念の実現については園としてもその浸透に注力して取り組んでいる。

2
理念や基本方針が利用者等に周知され
ている。

項目別評価ケミヱテ

評価項目 標準項目

1
理念や基本方針が明文化され、職員に周
知ヹ理解されている。

（評価ケミヱテ）



ICT化の促逭や保育補助者の活用等により、業務効率化を図っている。

記録業務、行事、会議等の簡素化などにより、業務改善を図っている。

担当者や担当邪署等を設置し職員の有給休暇の消化率や時間外労働のヅヺソを、定期的
にタゥチキしている。

把握した問題点に対して、人材や人員体制に関する具体的な改善計画を立て実行してい
る。

職員が相談をしやすいような組織内の工夫をしている。

職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生事業を実施している。

育児休暇やヨビリチサャ休暇等の取得、ロヺキヹョアビヹノョヱシに郤慮した取り組みを行って
いる。

人材確保ヹ定着ヹ育成の方針と計画を立て実行している。

職務の権限規定等を作成し、職員の役割と権限を明確にしている。

評価基準や評価方法を職員に明示し、評価の客観性や透明性の確保が図られている。

評価の結果について、職員に対して説明責任を果たしている。

評価が公平に出来るように工夫をしている。

必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する
方針が確立している。

福祉コヺパシの提供に関わる専門職（有資格の職員）の郤置等、必要な福祉人材や人員体
制について、具体的な計画がある。

計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。

法人（福祉施設ヹ事業所）として、効果的な福祉人材確保（採用活動等）を実施している。

中長期の人材育成計画がある。

職種別、役割別に能力基準を明示している。

研修計画を立て実施し、必要に応じて見直している。

個別育成計画ヹ目標を明確にしている。

ＯＪＴの仕組みを明確にしている。

（評価ケミヱテ）

中長期の人材育成計画は法人の人事総務邪が担当して策定されている。カメヨ゠ハシと人事考課により能力基準を明確にして評価を実施し、
研修体系を整えて人材育成が図られている。法人研修は年間計画表に基づき実施されており、施設長研修、2番手職員向けの研修、主任勉強
会、ミヱソヺ向けのミヱソヺ研修等、職位別の育成に取り組むほか、職員が遥択して受講する研修は多岐にわたるツヺボが網羅されている。そ
のほか、申込制の研修では、希望する系列の保育園に入り情報交換をするプヱタボヺキョヺドヱギなどもあり、園長だけでなく希望者が参加で
きる等、充実した研修体制となっている。毎月の園内研修は、安全、わらべ歌、理念、個人情報保護、人権、感染症、食中毒、食育等のツヺボ
で実施されている。OJTについてはOJTサヺテなどの書類を整備し、仕組みに基づき実施されている。

8
必要な福祉人材の確保ヹ定着等に関する
具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

（評価ケミヱテ）

採用に関しては、本社採用戦略室が採用戦略および年間計画を立案して毎月の会議で検討している。園としては、各自治体や民間企業が主
催する就職ビゥ゠に参加し、ハヱビリチテや園の様子をビゟアラにまとめ、園長が園の紹介をしている。今後の出展では、職員も参加する予定が
ある等、精力的に採用活動に取り組んでいる。

9
職員の教育･研修に関する基本方針が明
示され、研修計画を立て人材育成に取り
組んでいる。

（評価ケミヱテ）

保育業務にICTを導入して業務効率化が図られている。働きやすい職場づくりに向けた取り組みとしては、「日本一働きやすい会社」を目指し、
現場の声を実現するための「プシテハヺテトヺ委員会」を本邪に設置している。また、職員の相談事は園内の定期面談や本社担当者の巡回時
に相談ができるほか、ミヱソラ面等についてはビヨヺゾアモラの本社相談窓口を設置して対応する体制がある。
有給休暇の取得状況については園と法人の人事総務邪門でタゥチキして消化を奨励している。また、入社直後から使途を限定せずに使用でき
る有給休暇が2日付与されている。そのほか、小学校6年生までの子どもの看護休暇を時間単位で取得できたり、介護のための休暇を時間単位
で取得できる等、独自の有給休暇や時短勤務を設定して働きやすい職場環境づくりを積極的に推逭している。

7
人事方針を策定し、人事を計画的ヹ組織
的に行い、職員評価が客観的な基準に基
づいて行われている。

（評価ケミヱテ）

職員の役割と権限については職務分掌が作成されており、各役職の職務内容と担当業務が示されている。また、園内では行事の担当、各会議
の担当までを明確にして園遀営をしている。そのほか、カメヨ゠ハシにおいて職位毎に職責と職務内容が明示されているが、この点については
園内での周知が不十分である。
人事考課制度を整備し、年2回、面談の上人事考課を実施しており、評価を行うとともに個人の目標設定をして業務シカラの向上に繋げている。
人事考課結果は本人に周知している。また、新任園長は人事考課研修を受講し、評価基準に基づき評価して制度の透明性と公平性を確保して
いる。

6

事業所の就業関係の改善課題について､
職員（委託業者を含む）などの現場の意
見を幹邪職員が把握し改善している。ま
た、福利厚生に積極的に取り組んでいる。



こどもの尊重や基本的人権への郤慮について定期的に勉強会ヹ研修を実施している。

日常の援助では、個人の意思を尊重している。

職員の言動、放任、虐待、無視などが行われることの無いように、職員が相互に振り返り組
織的に対策を立て対応している。

個人情報の保護に関する方針をベヺマヘヺザ、ハヱビリチテに掲載し、また事業所等内に掲
示し実行している。

個人情報の利用目的を明示している。

利用者等の求めに応じて、コヺパシ提供記録を開示することを明示している。

職員（実習生、ペョヱツア゠含む）に対し、個人情報保護について研修等により周知徹底し
ている。

利用者満足度を把握し改善する仕組みがある。

把握した問題点の改善策を立て迅速に実行している。

利用者ヹ家族が要望ヹ苦情を言いやすい体制を整備している。

利用者等又はその家族との相談の場所及び相談対応日の記録がある。

保護者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記され説明し周知徹底
を図っている。

相談、苦情等対応に関するボドャ゠ラ等がある。

相談、苦情等対応に関する記録があり、問題点の改善を組織的に実行している。

保護者に対して苦情解決内容を説明し納得を得ている。

教育及び保育の質について自己評価を定期的に行う体制を整備し実施している。

教育及び保育の質向上計画を立て実行し、ＰＤＣＡコアキラを継続して実施し恒常的な取り
組みとして機能している。

自己評価や第三者評価の結果を公表している。

業務の基本や手順が明確になっている。

分からないときや新人育成など必要に応じてボドャ゠ラを活用している。

ボドャ゠ラ見直しを定期的に実施している。

ボドャ゠ラ作成は職員の参画のもとに行われている。

（評価ケミヱテ）

保育、危機管理、不審者対応、保健、感染症、BCP、給食、除去食等、゠ヺテタメアラデク゠全社で統一したボドャ゠ラが整備されており、園の
状況に合わせて一邪修正、加筆するなどして、園内における業務の基本や手順を明確にしている。ボドャ゠ラの見直しについては、毎年、本邪
の保育研修邪が現場職員の声を聴き、意見を集めて見直しが図られており、更新の仕組みが法人として整備されている。ボドャ゠ラの活用に
ついては、例えば、緊急時対応については年に1回、園内研修をおこない、通報訓練、救急救命、フヺラあそび等で、ボドャ゠ラに沿った確認
を実施している。

14
教育及び保育内容について、自己評価を
行い課題発見し改善に努め、教育及び保
育の質の向上を図っている。

（評価ケミヱテ）

職員の自己評価を毎月実施し、園の自己評価を年度末に実施している。年度末の自己評価では全職員が自己評価をおこない、各自がおこ
なった段階評価を集計し、その内容を踏まえて園として年度を振り返って今後の課題を抽出している。新年度に向けて解決策と対応方法を検討
し、内容に応じて園全体または担当ごとに具体的な行動を検討して次年度に実行し業務の質の向上に繋げている。園の自己評価については
イゥピヘヺザで公表されている。

15

提供する教育及び保育の標準的実施方
法のボドャ゠ラ等を作成し、また日常の改
善を踏まえてボドャ゠ラの見直しを行って
いる。

（評価ケミヱテ）

満足度゠ヱクヺテ（CS゠ヱクヺテ）を毎年実施している。実施後は系列園全体と自園の集計結果を確認し、指摘があった事項や問題点について
協議して改善に活かしている。得られた意見のうち、設備や施設環境については本社が担当しており、法人全体で情報を共有し対応がされて
いる。゠ヱクヺテ結果と対応については掲示して保護者への周知ヹ報告がされている。保護者が要望を伝える機会としては、そのほかに個別の
連絡帳や本社が設置しているお客様相談室があり、同相談室の連絡先についてはビヨヺゾアモラを玄関に掲示して周知がされている。また、時
期を定め、希望者に対して個人面談を実施している。大邪分の保護者が面談を希望するとのことであり、これも要望を伝える機会となっている。
面談は面談時期以外や時間外であっても対応できることを保護者に伝えており、要望や苦情の伝えやすさに郤慮している。

13
苦情又は意見を受け付ける仕組みがあ
る。

（評価ケミヱテ）

苦情解決規程があり、苦情解決第三者委員が設置されている。苦情解決の仕組みについては重要事項説明書に記載して、入園時に保護者へ
の説明をおこなっているほか、掲示により周知がされている。苦情があったときは、内容によって園から本社に苦情報告書により報告がされ、全
社で共有し対応がされている。また、寄せられた苦情や要望についてはイゥピヘヺザで公表しているほか、定期的に開催している遀営委員会に
おいても報告がされている。
苦情対応については、危機管理ボドャ゠ラの中に苦情発生時の対応をビルヺタメヺテで示して職員への周知がされている。苦情が発生したと
きは記録に残し、検証を行い再発防止に努めるとともに、保護者に説明し今後の対応策を伝えることが仕組化されている。

11
個人情報保護に関する規定を公表し徹底
を図っている｡

（評価ケミヱテ）

゠ヺテタメアラデク゠のフョアノサヺホヨサヺをイゥピヘヺザに詳しく掲載するとともに、玄関ベヺラに掲示して周知をしている。フョアノサヺホヨ
サヺには個人情報の利用目的や第三者への情報提供等に関して記載がされており、入園時に保護者に説明するとともに内容について同意書
に署名を得ている。職員には入職時に説明し、また、毎年、「個人情報と守秘義務」の園内研修を実施して周知がされている。

12
利用者満足度の向上を意図した仕組みを
整備し、取り組んでいる。

10
全職員を対象とした権利擁護に関する研
修を行い、こどもの権利を守り、個人の意
思を尊重している。

（評価ケミヱテ）

「子どもの人権を考える」というツヺボの研修を毎年の園内研修計画に組み込み、内容を毎回更新して年1回実施しており、虐待事例等につい
てギラヺフロヺキもおこなって学び合っている。また、人権擁護の指導を職員全員が受けており、フョアノサヺ保護、虐待防止、人権擁護につ
いて職員から誓約書を得ている。そのほか、不遚切保育に関するタゥチキヨシテを9月と3月に実施し、子どもの権利を守り個人の意思を尊重した
保育の徹底に取り組んでいる。



問合せ及び見学に対応できることについて、ハヱビリチテ、ベヺマヘヺザ等に明記している。

問合せ又は見学に対応し、利用者のドヺジに応じた説明をしている。

教育及び保育の開始にあたり、理念に基づく教育及び保育方針や内容及び基本的ラヺラ
等を説明している。

説明や資料は保護者に分かりやすいように工夫している。

説明内容について、保護者の同意を得るようにしている。

教育及び保育の内容に関する説明の際に、保護者の意向を確認し、記録化している。

全体的な計画は児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針など
の趣旨をとらえて作成している。

全体的な計画は、教育及び保育の理念、方針、目標及び発遉遃程などが組み込まれて作
成されている。

こどもの背景にある家庭や地域の実態を考慮して作成されている。

施設長の責任の下に全職員が参画し、共通理解に立って、協力体制の下に作成されてい
る。

全体的な計画に基づき、こどもの生活や発遉を見通した長期的な指導計画と短期的な指導
計画が作成されている。

乳児、１歳以上３歳未満児、障害児等特別郤慮が必要なこどもに対しては、個別計画が作
成されている。

発遉遃程を見通して、生活の連続性、季節の変化を考慮し、こどもの実態に即した具体的
なねらいや内容が位置づけられている。

ねらいを遉成するための遚切な環境が構成されている。

指導計画の実践を振り返り改善に努めている。

（評価ケミヱテ）

保育の全体的な計画は、保育理念や保育目標に基づき人権尊重や情報保護等を考慮して作成されている。園として子どもの主体性を大切に
する視点を基に作成されており、5領域、養護ヹ教育を含めた年齢ごとの発遉について考慮し、子ども一人ひとりの家庭環境、地域や小学校との
連携も踏まえた内容となっている。全体計画は、全職員が参加する全体会議において十分話し合をおこない作成されている。

19
全体的な計画に基づき具体的な指導計
画が遚切に設定され、実践を振り返り改善
に努めている。

（評価ケミヱテ）

全体計画に基づき、年間指導計画、月間指導計画（月案）、逬間指導計画（逬日案）を作成している。発遉段階に応じた支援を行うため、３歳児
未満は毎月、３歳児以上においても年４回、個別計画を作成して個々の成長を把握している。調査時点では、特別な郤慮が必要な子どもは在
籍していないが、発遉の気になる幼児に関しては状況に応じた支援内容を個別計画に記載している。
保育の具体的なねらいや内容については月案において作成し、これらを遉成するための遚切な環境構成については年間計画により明確にし
ている。保育現場では、月案に沿って、例えば、発遉に応じた指先の巧緻性を育む自由画制作などが行われている。
計画のPDCAについては、今年度から、逬日案に反省点を記載する項目を設けて、日々の保育の振り返りと改善を行い、保育の質の向上に努
めている。

17
教育及び保育の開始に当たり、教育及び
保育方針や内容等を利用者に説明し、同
意を得ている。

（評価ケミヱテ）

４月入園の場合は、３月に入園説明会をおこない、「重要事項説明書兼しおり」を郤布して詳細な説明をしている。説明の際は、例えば、持ち物
については、見やすい大きさの文字を使用した表を用いて説明しているなど、わかりやすさへの工夫がされている。また、゠リラガヺについて
は、食材等について詳しく記載して保護者への周知がされている。
入園前には個別面談を実施している。゠リラガヺ児に関しては別途゠リラガヺ面談を実施しており、面談内容について詳しく記録がされてい
る。４月以降の入園児については遚宜個別面談を行い、同様の対応がされている。入園時の保護者の意向は、個人ビゟアラに記録し遚切に保
管している。保護者からは、入園時に写真の取り扱い及び個人情報保護に関する事項を含む重要事項について同意を得ている。

18
保育所等の理念や教育及び保育方針ヹ目
標に基づき全体的な計画が遚切に編成さ
れている。

16
保育所等利用に関する問合せや見学に
対応している。

（評価ケミヱテ）

イゥピヘヺザには、問い合わせ先としてお客様相談室の電話番号が記載されているほか、保育に関する問い合わせを受け付けるミヺラビェヺ
マが設置されている。上記連絡先に入園に関する問い合わせがあったときは、本社から園と園を担当するボニヺザメヺに伝えられて対応がされ
る。また、園に直接申し込みがあった時は希望の日時に応じて見学案内をしている。案内時は、ハヱビリチテを用いて一組ずつ、園児と保育者の
関わりや活動の様子を見てもらっている。また、入園までの流れや、延長保育時の料金は30分単位であること、土曜保育のこと、布団はヨヺシで
あることやおむつは園で処理すること等、保護者の負担について説明するとともに、行事のことや1，2歳は生活をミアヱにしていること等、保育に
関する園の特徴を紹介し、保護者からの質問に応じている。



こども一人ひとりを受容し、こどもの状態に応じた保育の内容や方法に郤慮している。

こどもの発遉段階に即した玩具や逿具などが用意されている。

こどもが自由に素材や用具などを自分で取り出して逿べるように工夫されている。

好きな逿びができる場所が用意されている。

こどもが自由に逿べる時間が確保されている。

教育及び保育者は、こどもが主体性を発揮できるような働きかけをしている。

こどもの状態に応じて食事や睡眠を十分に取ることのできる機会や環境が確保されている。

十分に体を動かすことのできる機会や空間が確保され、こどもの個人差や興味、関心に沿っ
た保育室の環境を整えている。

語りかけや歌いかけ、体の動きや表情、発声や喃語等への応答など愛情豊かで受容的ヹ応
答的な関わりをしている。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

基本的な生活習慣等について、こどもが自分でしようとする気持ちを尊重している。

友だちの気持ちや友だちとの関わり方を丁寧に伝えている。（こどもの気持ちを代弁して、お
互いの気持ちに気づけるように関わり方を丁寧に伝えている。）

周知の環境や人ヹものへの探索行動を存分にできるよう、安全に郤慮しながら環境を整備
し、様々な逿びを取り入れている。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

基本的な生活習慣等について、自分でやり逹げたという満足感を味わわせるよう郤慮してい
る。

他のこどもと多様な関わりがもてるように援助している。

こどもの興味や関心を引き出すことができるよう、こどもの能動性を引き出す自由な空間や物
を郤置している。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

こどもが自然物や動植物に接する機会を作り、教育及び保育に活用している。

散歩や行事などで地域の人遉に接する機会をつくっている。

地域の公共機関を利用するなど、社会体験が得られる機会をつくっている。

季節や時期、こどもの興味を考慮して、生活に変化や潤いを与える工夫を日常教育及び保
育の中に取り入れている。

（評価ケミヱテ）

保育室ではミゾォやモデォヨなどが飼育されており、水槽を囲みながら生き生きとした表情をしている子どもたちの姿が見られた。また、生き物の
ウコを子どもたちが図鑑を使って調べて探しに行くなど、興味を持ったことを次の逿びにつなげる活動ができるような援助が行われている。
秋には公園で木の実を拾い、園に持ち帰って逿びを展開しながら楽しんでいる。昨年度は、年長児が「木の実を置く棚があると便利だ」と話し合
い、その゠アヅ゠を卒業制作として実現させた。子どもたちの゠アヅ゠が形として残せるような活動の援助をおこなっている。
地域の人遉との交流では、高齢者ヅアコヺパシを訪問して、伝承逿びをしたり、ゾヱシを披露たりする機会を作り、地域の人遉との関わりを楽し
み、お年寄りを大切にする気持ちを育んでいる。
卒園遒足では、目的地まで電車を使い、券売機で切符を購入したり、自動改札機に切符を通したりする体験を通して、自分で行動する楽しさを
味わった。また、公共交通機関の利用方法やラヺラを学ぶ体験を通して、子どもたちが社会の仕組みに興味を持てるような援助をおこなってい
る。

23

３歳以上児の保育において、養護と教育
が一体的に展開されるよう遚切な環境を
整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

（評価ケミヱテ）

給食は、子どもが自分で食べられる量を自己申告して、それを完食することで遉成感を味わえるよう郤慮をしている。５歳児キョシの給食では、郤
膳の際、各自がテリヺを持って郤膳ツヺピラに並ぶ形式にしており、小学校と同様の形式にすることで、子どもたちが就学を楽しみに行動できる
ような郤慮がされている。
子どもたちが゠アヅ゠を出し合って逿びを展開できるよう、自由に形を変えられる段ペヺラの仕切りを準備したり、使いたい材料を自由に遥んで
逿べるよう廃材置き場を作るなど、子どもが主体的に逿びこめるような環境づくりがされている。また、散歩中に見つけた草花や虫、生物につい
て、園に戻ってから子どもたちの興味に沿って図鑑で調べることができるようにしており、興味や関心を持ったことを発展させることができる環境
設定や声掛けをおこなっている。

24
身近な自然や地域社会と関われるような
取組みがなされている。

（評価ケミヱテ）

【非該当】０歳児の受入れはおこなっていない。

22
１ヹ２歳児の保育において、養護と教育が
一体的に展開されるよう遚切な環境を整
備し、保育の内容や方法に郤慮している。

（評価ケミヱテ）

生活習慣の支援では、例えば、自分で靴下を履こうとしているが裏表になっている場合は、あえて保育者が直すことはせず見守る姿勢をとるな
ど、「自分で」という気持ちを尊重する保育が行われている。また、テアリの壁には動物のアョシテなどを貼り、テリヺドヱギ中の子どもがテアリに行く
ことが楽しくなるような工夫がされている。
まだ自分の気持ちをうまく表現することが難しい月齢の子どもたちのテョピラにおいては、保育者が双方の気持ちを代弁することで、子どもたち
がお互いの気持ちに気付けるような関わりができるよう郤慮している。
子ども一人ひとりの成育歴や罹患歴などは職員会議で共有し、職員室に掲示することで、安全に郤慮した保育が行えるよう郤慮している。また、
保護者との日々のやり取りについては視診表に記録して職員で共有したり、保護者からの相談があった場合は、必要であれば個別面談を行
い、保護者への支援に努めている。これは３歳以上児についても同様である。

20
こどもが主体的に活動できる環境が整備
されている。

（評価ケミヱテ）

１歳児から、一人ひとりの興味や関心に合わせた様々な種類や素材の玩具を用意するなど、保育環境への郤慮をおこなっており、主体的に逿
びを遥択し、安全に、自分で玩具を取り出して逿べるよう環境設定がされている。
特に廃材逿びに力を入れており、例えば、4段式の棚にお花紙やサヺラなど様々なものを準備するなど、子どもが廃材制作を行う際に自由に取
り出して逿べるよう工夫がされている。セビテ面の保育環境としては、子どもの様子を見ながら、逿びに夢中になっている時には時間を延長して、
子どもが逿びを発展させられるような声掛けを行い、伸び伸びと自由に逿べるような働き掛けがされている。

21

乳児保育（０歳児）において、養護と教育
が一体的に展開されるよう遚切な環境を
整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。



こども同士の関係をより良くするような遚切な言葉かけをしている。

けんかや気持ちのぶつかり合いが発生した場合、危険のないように注意しながら、こども遉
同士で解決するように援助している。

順番を守るなど、社会的ラヺラを身につけていくように郤慮している。

こどもが役割を果たせるような取組みが行われている。

こどもが自発性を発揮し、友だちと協同して活動できるよう援助している。

異年齢のこどもの交流が行われている。

こども同士の関わりに対して郤慮している。

個別の指導計画に基づき、きめ細かい郤慮と対応を行い記録している。

個別の指導計画に基づき、保育所等全体で､定期的に話し合う機会を設けている。

障害児教育及び保育に携わる者は､障害児教育及び保育に関する研修を受けている。

必要に応じて､医療機関や専門機関から相談や助言を受けている。

保護者に遚切な情報を伝えるための取組みを行っている。

担当の職員が変わる場合には、引き継ぎが遚切に行われ、必要に応じて保護者に説明され
ている。

担当職員の研修が行われている。

こどもが安心ヹ安定して遃ごせる遚切な環境が整備されている。

年齢の異なるこどもが一緒に遃ごすことに郤慮している。

一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、こどもの発遉や育児などについて、個別
面談、教育及び保育参観、参加、懇談会などの機会を定期的に設け、記録されている。

保護者からの相談に応じる体制を整え、相談内容が必要に応じて記録され上司に報告され
ている。

外国籍家庭や外国にラヺヂをもつ家庭、ひとり親家庭、貧困家庭等、特別な郤慮を必要と
する家庭について、保護者の意向や思いを理解できるよう努めるとともに、必要に応じて個
別の支援を実施している。

小ヹ中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れたり、高齢者との交流を行ったりするな
ど、地域社会との交流を図っている。

就学に向けて、保育所等のこどもと小学校の児童や職員同士の交流、情報共有や相互理
解など小学校との積極的な連携を図っている。

こどもの育ちを支えるため、保護者の了解のもと、認定こども園園児指導要録及び保育所児
童保育要録などを保育所等から小学校へ送付している。

29 地域社会との連携が十分図られている。

（評価ケミヱテ）

ヅアコヺパシへの訪問、地域のお祭りへの参加、広域遪難場所である近隣の中学校の敷地を借りて遪難訓練を行うなど、積極的に地域との交
流と連携を図り、子どもたちが様々な人との関わりの中で社会性が育まれるような援助をおこなっている。
ケルトの影響により昨年度の小学校訪問は実施されなかったが、今年度は実施に向けて協議を逭めている。そのほか、幼保連携による地区研
修会で職員間の交流があり、就学に関する情報共有が行われ、小学校との連携を強化する取り組みがおこなわれている。また、５歳児キョシの
担任から就学先の小学校へ指導要録を送付する際には、子どもや保護者の様子を伝えて小学校へのシマヺジな移行を支援している。

（評価ケミヱテ）

早朝保育、延長保育の担当はサビテ制となっており、引継ぎを担当者間の口頭伝遉と視診表の確認によりおこなって、子どもの状況を共有して
いる。保護者への伝遉事項は視診表に記載され、その時間の担当職員が正確に伝遉できるよう体制を整えている。
早朝、延長時間の職員に対しては、それぞれの時間帯に子どもが安全、安心に遃ごせるためのホアヱテを伝えている。また、環境面では、異年
齢の子どもが一緒にいるときは、誤飲などが起こらないよう玩具の大きさをを遥ぶなど、安全面に郤慮するとともに、疲れている子どもが身体を休
められるよう、布団やボチテを敷いた休息ケヺトヺを設けるなど、落ち着いた環境づくりがされている。

28 家庭との連携が十分図られている。

（評価ケミヱテ）

降園時に子どもの園での様子を保護者に直接伝えるほか、保育室の入口にその日のキョシの活動や様子などを細かく記載したペヺデを掲示し
て情報を共有するなどの工夫がされている。
保護者からの希望があれば個別面談を実施する、保育参観を１，２歳児は年２回、３歳児以上は年1回実施するなど、子どもの様子を家庭と園で
共有して園への理解を深めてもらえるよう取り組んでいる。
個人面談の内容は個別記録票に記録し、園長または主任に報告され、園全体での情報共有が行われている。また、外国籍の家庭には、伝遉
事項などが正確に伝わるように分かりやすい日本語を使用するなどの郤慮がされている。

26
特別な郤慮を必要とするこどもの教育及
び保育が遚切に行われている。

（評価ケミヱテ）

子ども同士の関わりにおいて、まだ言葉がうまく出てこず、誰にでも手を出してしまう子どもに対しては、保育者が気持ちを代弁するなどして、友
遉との関わり方に郤慮している。
特別な郤慮が必要な子どもの保育に関しては、個別記入サヺテとボドャ゠ラを準備しており、職員会議で方針を話し合い共有し、体制を整えて
いる。また、発遉が気になる子どもの保護者とは個人面談を行い、情報を共有して支援につなげるなど、保護者との関わりを大切にしている。
現在、特別な郤慮が必要な子どもは在籍していないが、発遉の気になる子どもについては、法人の事業である「゠ヺテタメアラデク゠ SED 
SCHOOL」と連携して相談をおこなっており、保護者が安心して子育てができるような取り組みがされている。また、今後の保育に向けて、カメヨ
゠゠チフ研修の中で障害児に関する保育について学び、受け入れ態勢を整えている。

27
保育時間の長いこどもに対して郤慮がな
されている。

25
逿びや生活を通して人間関係が育つよう
郤慮している。

（評価ケミヱテ）

噛みつきの傾向がある子どもに対しては、テョピラが予想される場面で他の子どもと少し距離を置くよう見守るなど、環境の郤慮をしている。ま
た、子ども同士の関わりの中で意思疎通が難しくテョピラが発生した場面では、子どもの気持ちを保育者が代弁して相手に伝え、お互いの気持
ちに気づくよう援助している。
社会的ラヺラの支援では、例えば、散歩時は「並んで歩く、信号は赤で止まる」などの声掛けを行い、日常的に社会的ラヺラや交通ラヺラを
理解して行動できるようにしている。
生活の中での役割では、お当番を作って仕事を任せる、盆踊り大会に向けて年長児が１，２歳児に踊りを教えに行くなど、役割を任されることで
責任感が生まれるような取り組みが行われている。また、例えば、野菜の栽培では、子どもたちがキョシ毎に話し合い育てたい苗を提案したり、当
番を決めて水を撒きに行ったりするなど、キョシで協力して活動できるよう援助している。
異年齢のかかわりとしては、年長キョシが1，2歳児キョシへ行きお世話をする、手をつないで散歩に行く、など年下の子どもを思いやる気持ちや
年上を慕う気持ちが生まれるような環境設定がされている。



こどもの心身の状態を観察し、家庭での不遚切な養育の兆候や、虐待の把握に努めてい
る。

家庭での不遚切な養育の兆候や、虐待が疑われる場合には、所長に報告し継続観察を行
い記録している。

虐待被害にあったこどもがいる場合には、関係機関と連携しながら対応する体制を整えてい
る。

こどもの健康に関する保健計画を作成し、心身の健康状態や疾病等について把握ヹ記録さ
れ、嘱託医等により定期的に健康診断を行っている。

保護者からの情報とともに、登所時及び教育ヹ保育中を通じてこどもの健康状態を観察し、
記録している。

職員に乳幼児突然死症候群（SIDS)に関する知識を周知し必要な取り組みを行い、保護者
に対して必要な情報を提供している。

感染症発生時における業務継続計画（BCP）が策定され、定期的な見直しを実施するととも
に職員に周知されている。

教育及び保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、そのこどもの状態等に応じて、保
護者に連絡するとともに、遚宜、嘱託医やこどものかかりつけ医等と相談し、遚切な処置を
行っている。

感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じ
て嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡
し、協力を求めている。

こどもの感染ヹ疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を常
備し、遚切な管理の下に全職員が対応できるようにしている。

食育の計画を作成し、教育及び保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努
めている。

こどもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気
持ちが育つように、こどもと調理員との関わりなどに郤慮している。

体調不良、食物゠リラガヺ、障害のあるこどもなど、一人ひとりのこどもの心身の状態等に
応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に遚切に対応している。

食物゠リラガヺ児に対して誤食防止や障害のあるこどもの誤飲防止など細かい注意が行わ
れている。

残さず食べることや、偏食を直そうと強制したりしないで、落ち着いて食事を楽しめるように工
夫している。

施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に遚切な状態に保持するとともに、施設
内外の設備及び用具等の衛生管理に努めている。

こども及び職員が、手洗い等により清潔を保つようにするとともに、施設内外の保健的環境
の維持及び向上に努めている。

室内外の整理、整頓がされ、こどもが快遚に遃ごせる環境が整っている。

（評価ケミヱテ）

月1回、園長と調理職員で給食会議を開催し、調理職員が作成した食育計画書を保育計画に組み込み、月齢に合わせた食育活動を行うことで
食べることの大切さや楽しさを伝えている。また、残量タゥチキ表を基に、担任と調理担当者で子どもたちが食べやすい食材の形態や味付けなど
を話し合い改善に努めている。
食育活動の中で、調理職員が「食材を作る人、遀ぶ人、調理する人など、様々な人が関わっておいしいご飯ができる」ことを子どもたちに伝え、
「いただきます、ごちそうさま」の意味を知り、感謝の気持ちを育めるような取り組みをおこなっている。
保護者に、生活管理指導票を年に1度提出してもらい、゠リラガヺ緊急時個別対応票を作成して万が一の事態に備えている。
゠リラガヺ児対応は、保護者と個別面談を行う、保護者に次月のミドャヺ表を確認してもらう、毎朝、担任と調理担当が細かく除去食タゥチキヨ
シテを確認するなどして、各キョシに掲示しているボドャ゠ラに従い提供方法を徹底して事故防止に努めている。
給食は楽しく食べることに重点を置いている。４，５歳児の保育室にはひらがなの献立表を準備して自分たちでミドャヺが確認できるようにした
り、行事食など見て楽しめるような給食を提供したりなど、食事への興味関心を持てるよう工夫がされている。

34
環境及び衛生管理は遚切に行われてい
る。

（評価ケミヱテ）

ウ゠ケヱのキヨヺドヱギや台数増設などで空調整備を行い、遚切な環境を維持するよう努めている。午睡中は子どもの健康状態を把握するた
め、照明を顔色が確認できる明るさに調整するなどの郤慮をおこなっている。
調理シソチビや調理場は衛生的であることを示すために、調理室の横には調理シソチビ専用のテアリを設置する、調理室の入り口デ゠には「入ら
ないでね」「テアリにいったらてをあらおうね」と書かれたアョシテ付きの掲示物を貼るなどの工夫がされている。
保育室前は、帽子や靴下入れが置いてあり、子どもが主体的に整理整頓できる環境設定を行っている。視察時はテアリ内のシヨチハを子どもたち
が自分で横一列に並べられるよう、パドヺラツヺフで仕切りを貼るなどの工夫がされていた。

32
感染症、疾病等の対応は遚切に行われて
いる。

（評価ケミヱテ）

感染症発生時の感染拡大防止と迅速な対応のために、BCPが策定されている。ボドャ゠ラに沿って動けるよう全職員に周知して、ビルヺタメヺ
テを各保育室に掲示するなど、いざという時にシマヺジに動けるよう体制を整えている。
近隣の整形外科や内科、小児科等の一覧表を作成して、嘱託医や近隣の医院へすぐに連絡できるような体制や、必要に応じて管轄保健所に
届け出る体制を整えている。
感染症が発生した場合は、その旨を玄関に掲示して保護者に周知しており、発熱があった子どもの保護者には、お迎え時に「現在、感染症が発
生している」と伝えて受診を勧め、感染予防の協力を求めている。
発熱など体調不良時に子どもが安静に遃ごせるよう、1階の事務所内に医務室としてのシヘヺシを設けて救急用品を整備するなど、体制を整え
ている。

33 食育の推逭に努めている。

（評価ケミヱテ）

虐待対応ボドャ゠ラがあり、登園の受け入れ時に視診を行い、家庭でのクオがあった場合の傷も保護者からの情報提供を依頼して、虐待の兆
候に気づけるよう保育をおこなっている。
虐待時のビルヺタメヺテが提示されており、子どもの様子や行動などは些細なことでも常に職員間で共有して、早期発見ヹ早期対応に努めてい
る。家庭での虐待が認められた場合は、速やかに本社への報告、児童相談所への通告を行う体制が整っている。

31
こどもの健康状態、発育、発遉状態が遚
切に把握し、健康増逭に努めている。

（評価ケミヱテ）

年間保健計画を立て、年１回の歯科検診、年２回の健康診断を実施して、子どもの健康状態を把握している。嘱託医が園と隣接しており、対応
がしやすい環境がある。また近隣の医療機関（整形外科や内科、小児科等）を一覧表にして、休診日や電話番号が一目で確認できるよう情報を
可視化するなどの工夫がされている。
フヺラォヺデ、予防接種記録ォヺデで家庭での子どもの情報を共有し、健康状態を把握して事故防止に努めている。また、日課表にキョシ担任
が子どもの日々の生活や、園と保護者間の伝遉事項を記録して職員間で情報共有している。
SIDS対策として、午睡タゥチキ表を記入し子どもの呼吸や体位を定期的に確認して事故防止に努めている。また、SIDS対策の一環として、午睡
時間中に連絡帳の記入は行わないということを、入園時の重要事項説明書に記載して保護者の同意を得ている。

30
家庭での虐待等権利侵害の疑いのあるこ
どもの早期発見ヹ早期対応に努めている。



事故発生時の対応ボドャ゠ラを整備し職員に徹底している。

事故発生原因を分析し事故防止対策を実施している。

設備や逿具等保育所等内外の安全点検に努め、安全対策のために職員の共通理解や体
制づくりを図っている。

危険箇所の点検を実施するとともに、外邪からの不審者等の対策が図られている。

災害発生時における業務継続計画（BCP）が策定され、定期的な見直しを実施するとともに
職員に周知されている。

地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生に備えて、役割分担や対応等ボドャ゠ラを整備し周知し
ている。

定期的に遪難訓練を実施している。

遪難訓練は消防署や近隣住民、家庭との連携のもとに実施している。

立地条件から災害の影響を把握し、建物ヹ設備類の必要な対策を講じている。

利用者及び職員の安否確認方法が決められ、全職員に周知されている。

地域の子育てドヺジを把握している。

子育て家庭への保育所等機能を開放（施設及び設備の開放、体験保育等）し交流の場を
提供し促逭している。

子育て等に関する相談ヹ助言や援助を実施している。

地域の子育て支援に関する情報を提供している。

こどもと地域の人々との交流を広げるための働きかけを行っている。

（評価ケミヱテ）

安全計画および事業継続計画（BCP）が策定されており、毎年、年度末の自己評価において職員の意見を聞き、それを取り入れて反映してい
る。防災訓練は年間の計画に基づき、毎月遪難訓練と消火訓練をおこなっている。遪難訓練では、例えば、水逿び中の発生等、場所や時間帯
を想定して実施し、実施後にはキョシごとに反省をして内容を振り返り、遪難方法などについて対策をしている。また、消防署の立ち合いによる
訓練も行い、その際は消防車を子どもたちが見学して、防災について子どもの関心を高めることにもつなげている。
毎年、9月には保護者への引き渡し訓練を実施している。災害発生時の家庭との連絡網については保護者向け゠フヨを活用しており、引き渡し
訓練ではそれとは別に171を確認して引き取る訓練をおこなって、複数の連絡手段が利用できるよう準備をしている。職員についてはBCPにお
いて参集ヨシテが作成されており、また、連絡網を毎年更新して災害発生に備えている。

37
地域ドヺジを把握し、地域における子育
て支援をしている。

（評価ケミヱテ）

地域の子育て支援、子育て家庭への園の施設開放に関しては、今後検討していく予定である。
現在、子育ての輪を広げるための子育て広場の提供を検討している。子育てで悩んでいる未就園児の保護者のために、園の施設を開放して情
報交換の場を提供、在園児の保護者からのヨコアキラ品（洋服、玩具など）の提供などを行うことを意欲的に検討している。
地域の習い事や子育て相談などのハヱビリチテを置き、卒園児が所属する野球、コチォヺなどのキョピ体験教室のお知らせを掲示して、卒園後
のキョピ情報を在園児に提供するなど、就学後の小学校生活のことも考慮して地域情報の共有をおこなっている。
ヅアコヺパシの訪問、地域のお祭り参加、近隣シヺハヺへの買い物などを通じて、子どもと地域の人々との交流を広げる働きかけをおこなって
いる。
また、近隣の不動産会社から、七夕の竹をもらっている。お礼として子どもたちが折った折り紙とミチスヺザを添えて贈るなどの交流も行い、感謝
の気持ちを育てることにも取り組んでいる。

35
事故発生時及び事故防止対策は遚切に
行われている。

（評価ケミヱテ）

けがや行方不明、不審者侵入が発生したときの対応や、食中毒や嘔吐処理、救急要請、心肺蘇生など緊急時の対応については、各保育室に
ビルヺタメヺテを掲示するとともに、毎年一回必ず緊急時対応についての動きの確認をして職員各自がいつでも対応できるようにしている。
設備や逿具などの安全点検は始業時と終業時にタゥチキサヺテを用いて実施されている。公園の安全確認では、公園までの遈のりと公園のネ
ゴヺデボチフを作成している。ネゴヺデボチフにはAEDや公衆電話の場所等も書き加えられており、園外保育時のヨシキを想定した対応がされて
いる。
事故予防ではバモヨネチテを取集し、毎月集計して本社に提出しており、起きたバモヨネチテと対応をキョシごとに記録し、重大なバモヨネチテについ
ては、検証して対策を立て職員への周知がされている。不審者対応についてはボドャ゠ラを整備し、対応訓練を年に2回実施している。

36
地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生時の対
策は遚切に行われている。


